
宮崎市社会福祉施設等改善措置要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、社会福祉施設及び社会福祉法人に対する改善措置に関し必要な事項を

定める。

（改善措置の実施）

第２条 改善措置は、宮崎市社会福祉施設等指導監査要綱（平成１０年４月１日伺い定め）

第５条第５項の指摘事項に対する改善がみられない場合等において、改善措置が必要と認

められるときに行う。

（改善措置の種類）

第３条 改善措置は、次に掲げるもののほか、法令、通知等の規定によるものとし、それぞ

れ当該法令等に定めるところにより行う。

⑴ 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）に基づくもの

イ 第５６条第４項の規定による勧告

ロ 第５６条第６項の規定による命令

ハ 第５６条第７項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令

ニ 第５６条第７項の規定による役員の解職の勧告

ホ 第５６条第８項の規定による解散の命令

ヘ 第５７条の規定による公益事業又は収益事業の停止の命令

ト 第７１条の規定による最低基準に適合するための命令

チ 第７２条第１項又は第２項の規定による施設の設置又は事業開始の許可又は認

可の取消し

リ 第７２条の規定による社会福祉事業の経営の制限又は停止の命令

⑵ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）に基づくもの

イ 第４５条第１項又は第２項の規定による施設の設備又は運営の改善の命令

ロ 第４５条第１項又は第２項の規定による事業の停止又は施設の廃止の命令

ハ 第４５条第２項の規定による施設の設置の認可の取消し

⑶ 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）に基づくもの

イ 第１８条の２第２項の規定による事業の制限又は停止の命令

ロ 第１９条第１項の規定による施設の設備又は運営の改善の命令

ハ 第１９条第１項の規定による事業の停止又は廃止の命令

ニ 第１９条第１項の規定による施設の設置の認可の取消し

⑷ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）に基づくもの

イ 第４６条第３項の規定による最低基準の維持のための改善の勧告又は命令

ロ 第４６条第４項の規定による事業の停止の命令

ハ 第５８条の規定による施設の設置の認可の取消し



⑸ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８

年法律第７７号）に基づくもの

イ 第２０条の規定による勧告

ロ 第２０条の規定による命令

ハ 第２１条第１項の規定による事業の停止の命令

ニ 第２１条第１項の規定による施設の閉鎖の命令

ホ 第２２条第１項の規定による認可の取消し

⑹ 社会福祉法人の認可等の適正化並びに社会福祉法人及び社会福祉施設に対する指導監

督の徹底について（平成１３年７月２３日付け雇児発第４８８号・社援発第１２７５号・

老発第２７４号厚生労働省雇用均等・児童家庭・社会・援護・老健局長連名通知）に基

づくもの

イ ３⑺ア若しくは⑻又は４⑷の規定による新規入所の停止又は利用者の他の施設へ

の措置替え

ロ ３⑺イ若しくは⑻又は４⑷の規定による民間施設給与等改善費の管理費加算分若

しくは人件費加算分又はその両者の減額

ハ ３⑺ウ若しくは⑻又は４⑷の規定による運営費の弾力運用の禁止

ニ ３⑻又は４⑷の規定による法人組織の再検討

ホ ３⑻又は４⑷の規定による関係者の氏名の公表

⑺ 子ども・子育て支援法附則第６条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等に

ついて（平成２７年９月３日付け府子本第２５４号・雇児発０９０３第６号内閣府子ど

も・子育て本部統括官、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知）に基づくもの

⑶イ ５ の規定による改善基礎分全額の加算の停止

ロ ５⑷の規定による改善基礎分の管理費相当分若しくは人件費相当分又はその両

者の減額

ハ ５⑸の規定による新規入所児童の委託の停止

ニ ５⑸の規定による既入所児童に対する施設の変更の勧奨

ホ ５⑸の規定による事業の停止

ヘ ５⑸の規定による施設認可の取消し

ト ５⑸の規定による関係者の氏名の公表

附 則

この要綱は、平成１０年４月１日から施行する。

附 則（平成１１年４月１日伺い定め）

この要綱は、平成１１年４月１日から施行する。

附 則（平成１２年６月７日伺い定め）



この要綱は、平成１２年６月７日から施行する。

附 則（平成１７年５月３１日伺い定め）

この要綱は、平成１７年５月３１日から施行する。

附 則（平成２０年５月２１日伺い定め）

この要綱は、平成２０年５月２１日から施行する。

附 則（令和２年７月１日伺い定め）

この要綱は、令和２年７月１日から施行する。


